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屋外モデルイベント開催支援補助金 

説明会における質疑応答一覧 

 

令和 2年 8月 24日（月）10時～ 

場所：仙台市役所第一委員会室 

 

No. 質疑事項 回答 

1 任意団体として補助金を申請す

る場合、補助金申請対象者の要

件にある「市内に主な事業所を

おく団体または事業者等である

こと」や、「本市の市税を滞納し

ていないこと団体または事業者

等であること」については、ど

のような取り扱いとなるか。 

代表企業を決めていただくことにより、任意団体も補助金の

交付を申請することができます。その場合は、代表企業の主

な事業所が市内に所在する必要があります。 

（補足）任意団体につきましては、規約等によって市内に事

務局がおかれていれば、補助金を申請いただくことができま

す。また、「本市の市税を滞納していない団体または事業者

等であること」という要件についてですが、本補助金申請の

ために結成した任意団体等であるとの理由により、納めるべ

き市税を有していない場合には、この要件を満たすものとし

て取り扱います。 

2 「屋外モデルイベント開催支援

事業募集案内」の「５ イベン

トの開催要件」にある「（6）宣

伝、営利を目的としないこと。」

の考え方についてだが、飲食店

の営業行為も営利に含まれるの

か。また、協賛金を募ることは

宣伝、営利だと判断されるのか。 

協賛金の募集やイベント出展者からの出展料の徴収につい

ては、ここで言う「営利目的」には当たりません。また、イ

ベント会場において出展者が販売行為を行う場合について

も「営利目的」には当たらないものと解釈します。この項で

指す「宣伝、営利」とは、「企業の宣伝を目的としてイベン

トを開催すること」等を想定しています。 

また、入場者から参加料を徴するも可能ですが、その場合に

は料金設定が妥当であるか事前協議が必要となります。 

なお、協賛金についてですが、会場によっては、特定の業種

を協賛社とできない場合があります。会場のごとの条件等に

ついては、施設所管課にご確認ください。 

3 イベント名に「屋外モデルイベ

ント開催支援事業」を含んでも

構わないか。 

イベント名に「屋外モデルイベント開催支援事業」を含んで

いただいても含んでいただかなくても構いません。 

4 概ね 3,000 ㎡以上の会場とは、

例えばどのような場所か。 

勾当台公園市民広場、西公園、錦町公園、せんだい青葉山交

流広場、榴岡公園、杜の広場、七北田公園などがあげられま

す。ただし、周辺に住宅が多く立地する会場において、音出

しを伴うイベント等を開催する場合には、周辺住民の皆さま

への事前周知の徹底が必要となります。 
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5 会場として、市中心部の幹線道

路の歩道空間を活用したいと考

えているが、この場合、歩道の

みで概ね 3,000 ㎡を確保する必

要があるか。 

歩道のみで概ね 3,000 ㎡の会場を確保いただく必要があり

ます。また、交通規制等を行い、車道も会場とするのであれ

ば、車道部分も面積に含みます。なお、歩道や車道を活用す

る場合には事前に宮城県警にもご相談いただき、安全面や通

行者の動線確保等に配慮してください。 

6 中心部商店街のアーケードは対

象となりうるか。 

アーケードは市道であるため対象となります。ただし、アー

ケードは通行量が多いため、宮城県警にも事前ご相談いただ

き、安全面や通行者の動線確保等に配慮してください。 

7 イベント会場が複数にまたがっ

ても問題ないか。 

個別に判断させていただきますので、事前相談の際にお話を

お伺いすることとしますが、原則として、補助金の交付対象

となる一つの会場を使用して開催されるイベントであるも

のとご認識ください。 

8 新型コロナウイルス感染症の効

果検証のために実施するアンケ

ートについて、分析や集計に係

る費用は補助対象経費となる

か。 

補助対象経費に含まれます。 

9 補助金の交付を受けながら、別

途、協賛金を獲得したり、クラ

ウドファンディングで資金を調

達したりすることを想定してい

るが、問題ないか。 

問題ありません。 

11 補助対象外経費として、「運営ス

タッフ等の飲食代」が記載され

ているが、熱中症対策のために

運営スタッフに配布する水分等

も対象外という理解でよいか。 

運営スタッフの昼食代等を想定してこのような記載とさせ

ていただいております。熱中症予防のためには水分摂取が必

要となりますが、昼食等との切り分けが難しいため、一括し

て対象外とさせていただきます。ただし、経口補水液など、

熱中症患者あるいは熱中症の疑いがある運営スタッフに提

供する飲料などの購入代金については、補助対象経費としま

す。 

12 「音響・ 照明関連経費等 、ス

テージ運営の企画内容により大

きく変動することが想定される

経費」は補助対象外とのことだ

が、これは「イベント出演者か

らの要求を受けて使用機材を充

実させる場合、この影響により

増加する経費は対象外である」

との認識で相違ないか。 

出演者からの要求の有無に関わらず、ステージ運営に係る音

響・照明関連経費は対象外とさせていただきます。ただし、

会場内等においては、プログラム案内や、感染症対策などの

アナウンスが必要かと存じます。そのようなステージ運営以

外での音響・照明関連経費は補助の対象です。 

 

※音響・照明関連経費につきまして、説明会では補助対象外

経費であるとご説明しましたが、過剰な演出に伴う経費であ

る場合を除き、音響・照明関連経費も補助対象経費とする方

向で調整中です。 

 


